
【H22.4～】
子ども手当創設

【H23.1～】   ‐

所得税年少扶養控除廃止

【H23.10～ 】
平成23年度子ども手当
特別措置法施行

【H24.6-】
児童手当所得制限導入
住民税年少扶養控除廃止

※給与所得者と専業主婦世帯で一定の仮定を置いて厚生労働省において試算
※年少扶養控除の廃止の影響は年額を12分の1することで機械的に月分を算出

2012年 6月 1日 社会保障・税特別委員会

日本共産党 佐々木憲昭 配付資料5

1,000フ5Fヨ 1,500万 円

3歳～小学生

13,000FЧ 13,000円

300フ5Fl 500フワF可 800フ5Fヨ 1,000フ5F弓 1,500万 円

3歳未満 1,417円 375F] -3,333Fl 6,667円 2,550円

3歳～小学生 6,417円 5,375円 1,667Fヨ 6,667円 2,550円

中学生 11,417円 10,375F可 6,667円 6,667円 2,550円

300フ5F司 500万円 800フ5F可 1,000万 円 1,500フ5F可

3歳未満 3,417円 2,375Fl ……1,333F可 8,667円 4,550円

3歳～小学生 3,417円 2,375F可 …中1,333F可 3,667F可 -450FЧ

中学生 8,417円 7,375円 3,667円 3,667円 -450円

1,000フ5FЧ 1,500フラ円

3歳～小学生

5,667F可 4,625Fヨ


